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【暑中お見舞い申し上げま

す】

昨年の猛暑に比べれば今年の

夏はややマシなようです。あと

1ヶ月ほど暑さのピークが続く

ので、お互い体調には注意しな

がら頑張りましょう。

【自動車保険の保障内容を

理解していますか？】

先日、当社の社員が交通事故

に遭い、自動車保険について改

めて考えさせられることがあり

ました。ポイントは二つ。一つ

目は保険料の安さを最優先する

あまり、保険でカバーすること

ができない部分があることを納

得しているか。二つ目は、事故

報告の仕方が違うだけで保険金

が出る出ないの問題になること

を知っているか。

私どもでは保険代理店を兼業

しているので、上記の細かい点

は当然分かっているのですが、

一般の人がどれほど理解してい

るかは大いに疑問です。保険が

いざというときに保険の働きを

しないという笑い話にならない

ように気をつけましょう。

【無料相談会のお知らせ】

行政書士会姫路支部では、毎

月下記の場所で市民法務・会社

法務に関する無料相談会を行っ

ています。今月は私も当番とし

てすべての窓口に座っています。

お知り合いで何かお困りの方が

いらっしゃればどうぞ一声かけ

てあげて下さい。

9(火)13時～15時

姫路商工会議所1F

16(火)13時半～16時半

兵庫県姫路総合庁舎2F

22(月)13時半～16時半

姫路市役所1F

【８月の事務予定】

・8月決算法人期末実地棚卸

・5月決算建設業決算変更届

・6月決算法人確定申告＆納税

・12月決算法人中間申告＆納税

・夏休み

・熱中症対策

Ｑ．交通事故時に使われる

「過失相殺」とは何ですか？

A．相手と自分がどの程度悪

いのかという割合です。例え

ば相手が8、自分が2という割

合が決まると、お互い8：2で

損害を賠償することになりま

す。これが問題になるのは、

多くの場合自分の車の修理を

どうするのかとい場面です。

例えば自分の車に100万円

の修理費がかかる場合、8：2

の過失相殺では20万円は自分

の負担で修理しなければなり

ません（80万円は相手の対物

保険）。通常はこの20万円を

自分の車両保険でカバーする

のですが、車両保険に入って

いなければ現金で20万円を用

意しなければ自分の車は元に

戻りません。

保険に入るとき、何故か自

分には一切過失がないことを

想定して入る人が多いのです

が、実際の事故でそのような

ことは極めて稀です。保険は

いざというときの備えである

ことを忘れないようにしましょ

う。
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【見え難いが重要な経営の

強みとは】

私は職業柄、「どんな商売

が儲かるか」とよく聞かれ、

その度に「どんな商売ではな

く、どう経営するかが重要だ」

と答えています。商売の種類

が問題ならば、斜陽産業と呼

ばれる商売は全滅になってい

るはずですが、実際はそうなっ

ていないのは皆さんご存知の

とおりです。

ここ数年来、どう経営する

かの「どう」の部分で差が出

ることが多くなってきている

のですが、例えば今回の東北

大震災のようなとんでもない

事態に遭遇したときには、さ

らにその差が大きくなります。

3月以降、様々な業種で様々

な影響を受け、その影響が数

値的にどのようであったのか

がそろそろ決算として出始め

てきました。大方の予想では

それは酷い決算状況であろう

と思いきや、この状況で前年

より利益を伸ばしたところが

少なからず存在します。（ち

なみに前月私が関わった決算

ではその割合は100％でした）

黒字になったのはその会社

が持つ強みが発揮されたから

ですが、肝心の強みとは何だっ

たのでしょうか？私の見立て

では二点あり、「蓄積された

経験」と「借入金に対する向

き合い方」でした。特に前者

については、昨今｢効率化｣の

名の元に失われつつある人と

人とのアナログ的な付き合い

が、緊急時にプラスに作用し、

結果的に会社に黒字をもたら

しました。重要なのは結果的

にと言うことです。

後者については今回は触れ

ませんが、いずれにしても経

営者の姿勢というものは、経

営を左右する最も大切な要素

であることが再確認されまし

た。

七
月
中
旬
に
来
た
電
気

の
検
針
票
で
は
、
節
電
の

努
力
も
虚
し
く
、
エ
ア
コ

ン
使
用
量
が
前
年
の
４
０

％
増
で
し
た
。
世
間
向
け

に
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
で

す
が
、
そ
れ
だ
け
六
月
下

旬
が
暑
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

先
日
、
生
ま
れ
て
初
め

て
沖
縄
に
行
っ
て
き
ま
し

た
。
文
句
な
し
に
最
高
の

場
所
で
し
た
。
も
は
や
海

外
の
海
に
出
か
け
よ
う
と

い
う
気
は
な
く
な
り
ま
し

た
。
た
だ
、
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ー

ツ
で
船
酔
い
状
態
と
い
う

情
け
な
い
こ
と
に
な
っ
た

の
で
、
今
度
は
素
潜
り
で

青
の
洞
窟
に
挑
戦
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

法務会計事務所とは？

・予防法務（問題が起こる前の対策）

・戦略会計（経営に役立つ会計）

・マネジメント（経営支援）

これらを駆使し、総合的にサポートす

る行政書士事務所です。

〒672-8043

姫路市飾磨区上野田2-1

田中ビル2階

TEL 079-243-1231

FAX 079-243-1233

nakagawa@assist-ltd.co.jp

ワンストップ「経営・生活」サポーター

行政書士・中川法務会計事務所


